
昭 島 市 社 会 福 祉 事 業 団 

学 童 ク ラ ブ 職 員 募 集 要 項 

 

 社会福祉法人昭島市社会福祉事業団は、昭島市が実施する子育て支援事業を中心とした福祉サー

ビスを運営するために、昭島市が設立した社会福祉法人です。この募集は、学童クラブに勤務する

職員を募集するものです。 

 

Ⅰ 募集職種、採用予定人数、職務内容 

募集職種 採用予定人数 勤 務 予 定 地 職  務  内  容 

学童クラブ支援員 ４名 市内学童クラブ 
放課後等の児童の健全育成支援、安全安

心な居場所づくり 

学童クラブ支援員

補助員 
２名 市内学童クラブ 支援員の補助業務 

 

Ⅱ 雇用形態、契約期間、契約更新の有無 

 １．雇用形態 期間の定めのある雇用（契約職員） 

 ２．契約期間 契約日から契約日の属する年度の末日まで 

 ３．契約更新の有無 契約更新有 ただし勤務成績等を考慮します。 

 

Ⅲ 応募資格 

職   種 応 募 資 格 

学童クラブ支援員 

① 支援員資格(※1)を有する方 

② 保育士、社会福祉士、教員免許(※2)のいずれかを有する方で、

採用から１年を経過する日までに支援員資格の取得が見込みの

方 

学童クラブ支援員補助員 

①保育士、教員免許又は支援員資格を有する方 

②保育士、教員免許又は支援員資格を取得見込みの方 

※上記①・②に該当しない方でもご相談に応じます。 

 ※1都道府県放課後児童支援員認定資格   ※２教員免許には幼稚園教諭を含みます。 

 

Ⅳ 選考科目 

職   種 選考科目 選 考 の 内 容 

学童クラブ支援員 

作 文 与えられたテーマについての作文を評価します。 

面 接 人物、志望動機、適性について評価します。 

学童クラブ支援員補助員 面 接 人物、志望動機、適性について評価します。 

※学童クラブ支援員は、作文と面接の総合点をもとに採用の可否を決定します。 

 



 

 

Ⅴ 選考結果の通知 

  面接後２週間以内に通知します。 

 

Ⅵ 採用予定日 

  令和８年４月１日（選考結果通知書に記載します。） 

  令和７年度中に採用する場合があります。 

 

Ⅶ 採用選考申込要領 

１． 募集要項、採用選考申込書等の配布及び受付 

 

配 布 期 間 配 布 時 間 配 布 場 所 

随 時 

午前９時から午後５時まで 

（正午から午後１時を除く） 

（土・日・祝日を除く） 

社会福祉事業団事務局 

（ｱｷｼﾏｴﾝｼｽ校舎棟１階）） 

 

 ２．提出書類 

  ① 採用選考申込書 １通 必要事項を自署し、３か月以内に撮影した写真を貼付してください。 

  ② 資格又は免許を有することを証明するものの写し １部 

  ③ 作文（テーマは用紙に記載しています。用紙は当ホームページからダウンロードできます。） 

   ※学童クラブ支援員補助員に応募する方で資格を有しない方は必要ありません。 

 ３. お問合せ及び提出先  

〒196-0012 昭島市つつじが丘３－３－15   

アキシマエンシス校舎棟 昭島市社会福祉事業団事務局  

℡０４２－５１９－８４５５ 

       ※持参または郵送にてご提出ください。 

     



勤務条件 

   

項 目 学童クラブ支援員 学童クラブ支援員補助員 

給 料 

月 額     234,088円 

基 本 給     201,800円 

地域手当      32,288円 

時給制 

(有資格) 時給 1,320円 

(無資格) 時給 1,240円 

    

賞 与 有 年２回 前年度実績 4.05ヵ月 無 

通 勤 手 当 有 事業団規程による 

時間外勤務手当 有 法令に基づき支給 

勤 務 日 

（ローテーショ

ン勤務） 

月曜日から土曜日までのうち事業団

が指定する５日間 

・補助員 

月曜日から土曜日までのうち 

事業団が指定する週３日から４日 

・代替補助員 

職員の休暇代替対応 

・障害加配補助員 

月曜日から金曜日 

勤 務 時 間 

平日 午前10時30分から 

   午後６時30分まで 

土曜日、学校休業日（一日保育） 

   午前８時から 

   午後４時まで 

ただし、児童の利用状況により最長

午後７時までの時間外勤務がある。    

平日 午後１時から 

４時間 30分程度 

土曜日、学校休業日（一日保育） 

午前８時から 

最長午後６時 30分まで 

ただし、児童の利用状況により変更

がある。 

勤 務 地 昭島市社会福祉事業団が運営する昭島市内１６学童クラブ 

休 憩 時 間 60分（事業団就業規程による） 

休  日 
日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日 

年末年始（12月29日から１月３日まで） 

年次有給休暇 
初年度最高10日（３ヶ月試用期間後

付与） 
法令及び就業規程による 

そ の 他 社会保険、厚生年金、雇用保険等法令により加入 

 


